
様式第 1号 (乙)(第 2条関係 )

収 支 報 告 書

堺市議会議長 的場 慎一 様

議員氏名   池 尻 秀 樹

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、令和 5年度政務

活動費について次のとお り報告 します。

収入

支 出

調 査 研 究 費

研   修   費

要 請・陳 情 活 動 費

会   議   費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

令不由6年  4月  1 日

(単位 円)

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

1政務活動費

2その他

3,080,000

778,930

@280,000円

自己資金

X 1人  X llヶ 月 3,080,000 円

収 入 合 計 3,858,930

使 途 項 目 決 算 額 左のうち政務活動費充当額 備 考

33,000

103,600

159,697

83,000

103,600

159,697

1,632,314

1,151,389

先進者【市・施設への視察等

書籍・資料等の購入

議会活動報告書の印刷・配布等

事務職員の雇用

事務機器の購入・維持管理

2,411,244

1,151,389

支 出 合 計 3,858,930 3,080,000

広 報 。 広 聴 費

人   件   費

事 務 ・ 事 務 所 費
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様式第 14号 (第 7条関係)

令和 5年度 事業実施報告書
自由民主党 `市民クラブ

会派の名称・議員氏名 池
―
尻 秀 樹

)

期    日 の  説  明

家庭倫理の会 会費

t資料購入費 ]

新聞購誠料
家庭倫理の会 本代

[広報・広聴費 1

事務所来客用水代

市政報告書印昂1代

t人 件 費 ]

事務員の給与

〔事務・事務所費 〕
事務所の貸借

事務所の維持管理費

事務機器のリース

5月 ～3月

5月 ～3月
5月 ～3月

5月 ～3月

12月

5月 ～3月

5月 ～3月

5月 ～3月

5月 ～3月

読兜新11颯・産l儀新聞の年間購読料
家庭倫理の会 本代

実績報告等のため池尻秀樹市政レポー ト作成
ポスティングにより百番鳥地域へ配布

来客、TaL応対、市政事務所の留守番などを
行 うため年間を通じて雇用

地域に関する訂韓査研究を行 うため、年間を通
じて借上げる

(堺市北区百青鳥赤畑町 5-716)

水道光熱費 (常故事務所において年間使用料)

コピー・麟麒 複合機、固定電話、市政事務所
において使用するためのリース代

家庭倫理の会会費

事務所来客用水代
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・

白民党市民クラブ

池尻 秀樹

年月 日
整理 i

番与
収入額 支出〕預 残額 内容 項 目

その

他

551 1 17,186 ▲ 17,186 1月 分人件費 ) ③

5.5.8 10, 108 ▲ 27,204 5月 分事務機器のヅース代 ⑨

55.8 8 25,779 ▲ 53,073 1月 分人件費( ⑤

5.5.8 4 4,400 ▲ 57,173 1月 分産経新l卸蜂読料 ⑥

55,8 41400 ▲ 61,873 1月 分読売新聞鱗読料 ③

5,58 6 1,250 ▲ 63,123 4月 分ガス料金代 ③

5,519 7 ▲ 66,123 家庭

`衛

理の会堺市5月 会費 Ｏ

¨

359 8 300 ▲ 66,423 ③

5,510 9 1,578 ▲ 68,001 水道代 ③

5.510 10 6.470 ▲ 74,471 3 月分携帯電話使用料 ⑤

5.516 11 1,558 ▲ 76,029 事務所備吊購入 ◎

5、 5.17 12 8,000 ▲ 84,029 1月 分物盟賃料 ◎

:.5.17 13 64,000 ▲ 148,029 5月 分事務所質借料 ◎

;.5.17 14 1,802 ▲ 149,83r 1月 分コピー使用料 (9う

5.522 15 2,295 ▲ ●月分電気代 ◎

5,S、 26 16 12,032 ▲ 164,15S: 火災保険料 ◎

5 5 29 】7 3,033 ▲ ,67,191
4月 分固定電話使用料 (プロパイダー料金
む)

⑤

う.岳.29 1(9 3,196 ▲ 170,387 事務所来客アB水代 O

5 5 29 1,958 ▲ 172,3451 ;月 分ガス料金代 ◎

',581
20 4,400 ▲ 176,715 S月 分産経新闘購説料 ⑥

月 ヨ十 17S,745 ▲ 176,715

累 計 176,745 ▲ 176,745

1

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動安の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議安、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴安、③人件費、

③事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

白民党市民クラブ

池尻 秀樹

年月日
獲 理

番 ■
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

562 1 74,474 ▲ 251,219 5月 分人件費(

5.6.5 2 10,108 ▲ 261,327 6月 分事務機器のツース代 ⑨

5.66 3 3,000 ▲ 264,327 家庭綸理の会堺市6月 会費 ①

けじ.66 4 300 ▲ 264,627 本代 ⑥

56.7 5 37 646 ▲ 302,273 5月 分人件費

5.6.9 6 560,000 0 257,727 56月 分政務活動費受け入れ

5612 7 6,484 251,213 1月 分携帯電話使用本| ③

56.14 8 4,400 246,843 野月分読売新聞偶,読料 ⑥

5.616 1,760 245,083 5月 分コピー使用料

8,000 237,033 o月 分物置賃料

;.616 11 64,000 173,088 3月 分事務所賃借料

5616 12 3,088 169,995 6月 分電気代

5.6.16 13 3,492 166,503 事務所備品購入 ⑨

5 6_26 14 506 165,997 4月 分,5月 分固定電話リース代 ③

5 6 27 15 2,839 163,15S
5月 分田定電話使用料 (プ ロパイダー料台
む )

③

5,6.27 3,196 159,962 事務所来客用水代 @

56.30 17 2,064 157,S98 6月 分ガス料石〉代 ⑨

刃 計 560,000 1  225,357 334,643

果  計 5oO,000 402,102 157,808

1  :

務所賃借料など)

2 「項目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、⑥要請
・陳情活動費、①会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務 。事務所費)
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年月日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その

他

573 80,203 77 695 6月 分人件 Tヤ ) ①

57〔 1 2 180,576 ▲ 102,881 6月 分人件rt( ) ①

う7f〕 3 4,400 ▲ 107,281 3月 分読売新聞‖‖読十1 ①

573 4 10,108 ▲ 117,389 Ⅲ月分科r務機器 リース代 ①

577 3,000 ▲ 120,389 家庭倫4!の会 7月 会Tヤ ①

577 6 300 ▲ 120,689 本代 ①

5 7 10 7 840,000 0 719,311 7～ 9月 攻務活rlllユ
ll′ 受け入れ

57 10 8 2,773 716,538 水道代 (4/8～ 6/7)使 用分 ③

「ぅ7 10 7,297 709,241 5月 分携4子電話使用料 ①

r〕 7 12 10 ′l,400 704,841 6ナl分産経新聞雌説料 ①

5 7 1R 11 8,000 696,811 711分物世とそ十1 ①

5 7 18 12 61,000 632,811 7月 分事務所賃借料 (l)

5 7 18 13 1,760 てヽ31,081 6月 分コピー使用料 ①

57 1(l 14 ぐウ4,161 626,920 7月 分電気代

5 7 23 15 8 597 618,(123 6月 分固定電話 リー ス代 ③

う 7 27 16 3,196 615, 127 事務所来客畑水代 ⑦

17
6月 分固定電話使用窄|(プ ロハイグー料台
む)

①i 7 27 22,584 592,543

57(11 18 4,400 588,143 7月 分産経新聞1柱読料 O

5731 19 2,064 58(ヽ ,079 7「l分 ガス料金代 ①

ナl 許|
840,000 411,81〔 ) 128, 181

累  計 1,400,000 813,921 586,079

様式第 10号 (第 6条関係)

会  計  帳  簿

自民党市民クラブ

池尻 秀樹会派 (フ )名 称・議員氏名

務所賃借料など)

2 「項目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記裁でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広幸R・ 広聴費、①人件費、

◎事務 ,事務所費)
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様式第 10与 (第 6条関係)

会 計 帳 毎

白民党市民クラプ

・競員氏名

叉

務所賃借料など)

2 「項目」桐には、界市議会ドメ務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記戦する。 (次の番号の記哉でも可)(O調査研究費、②研修費、⑤要誇

`陳脩活動費、O会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴秦、③人件費、

◎事務 ,事務所費)

秀樹

年月日
整理

巻 号
収入領 支出額 残類 内容 項 目

その

他

B83 1 を80,Sra 405,こ 03 7月 分人件費 ) ③

S.8.3 2 691745 33S,7t,8 7月 分人件費 ④

5.8.3 3 10 108 326,SSO ′月分事務機器 サー ス代 O

う。S,4 4 4,400 322,250 「月分読売新蘭嚇統料 ①

】84 5 3.000 3 1 fl,25(l 京臨倫理の会堺市8月 令費 ①

38.4 6 3110 3XS,950 本代 ③

S,810 7 6`464 3121486 6月 分携杵電縣使用料 (むり

',忠

,7 8 3,19ふ 30S,9,1 8月 分電気代 O

5,31? 9 8,000 298 991 8男 分物情の賃僣料 ⑥

S3.1? 10 64,000 2341001 ,用 分事務所貨佑料 O

S′ 傘,1″ (1 と,760 233 23: 7月 歩)コ ピー使用料 ③

,IB 2r 12 57″ 232ィ 650 胡 分固定電話リーク、代 ③

, 3 28 10 t,19, 231,475 9月 分ガストt金代 ③

, 3 28 14 6.:f,1 225,314
7月 分固定電 S舌使用料 (プ ロパイア…料弯
む)士キ‐ ,テ ィー ンフ トサー ビス料 3寄

分
⑥

,,9,31 13 4 `100 220,414 3月 分産経新聞li砕譲料 (c)

月 。1 365,Gら 3 ▲ 866665

繋 計1 1 1,400,O00 - 1,179,S86 22014,4
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

白民党市民クラブ

地尻 秀樹称・議員氏名

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を常じ載する。 (次の番号の記戦でも可)(①調査研究費、②研修費、③要講
,陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 ,広聴費、⑥人件費、

⑨事務・事務所費)

年月日
霊 理
1翠・―丹 |

収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

;,9.4 1 180,576 39,31,8 8月 分 大件費 ①

594 ι 6S,745 ▲ 2819G7 8月 分人件費 ①

594 3 10,108 A39,015 8月 分事務様Ⅲ拳リ ス代 ③

S,9.5 4 4,400 ▲ 43 1lS B月 分読苑新聞購読料 ④

59$ 3,000 ▲ 4$,115 家庭倫理ノ)会堺市9月 会狩 ●

S06 6 300 ▲ 46,715 本代 ⑥

5 9 11 2,696 ▲ 40,111 水述代(6/8^心 /8分 ) 0

i011 8 6,464 ▲ 55,d?6 ′月分携帯電話使用料 ③

i,0を 9 9 8「 000 ▲ 13,975 9月 分物置の賃借料 ◎

S、 9,よ 9 10 84,000 ▲ 姥7 忠75 う月分事務所貨借料 O

59,19 11 1,760 ▲ 129,635 8,1分 コピー使用科 O

519.19 12 2,14C, ▲ こ31,781 事務所備品購入 ③

h.9,″ 1 13 6,833 ▲ 】38,St4 9月 分亀気代 O

5,927 14 4,900 ▲ 143,S14 )月 分産経新閣眸縦料 ④

5、 9 2? 15 51996 ▲ 149,310
J)]分 固定電話使用料 (ノ ロバイダー料塗
と,)十 キュ リテ ィー ンフ トサー ビス料 3台

分
④

3.9 27 16 6,303 ▲ 155,003 事務所来客用ホ代 ⑭

5,9,29 t? 1,184 ▲ Iう7.0解 ,月 分ガス料金代 ∪

月 声十 377,501 ▲ 377,501

果  針 1,400,000 1,557,087 ▲ 157,037
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様式第 10号 (第 6条関係)

会  計  帳  簿

会派の名称・議員氏名

自民党市民クラブ

池尻 秀樹

年月日
整理

番号
収入観 支出額 残 額 内容 項 目

その

他

510,2 180,576 ▲ 337,663 9月 分人件費 ) ③

;.10.2 2 じ3,016 ▲ 100,679 9月 分人件費 ◎

5,10.2 3 4,400 ▲ 403,079 9月 分読売新聞購説科 ③

6,10.3 よ0,10S ▲ 415,lS7 9月 分事務機器ツース代 (9う

5.106 5 3,000 ▲ 418,187 家庭倫理の会堺市10月 会費 ①

5.106 6 800 ▲ 418,487 本代 ⑥

, ユ0、 10 7 340,000 0 421,513 10～ 12月 故務活動費受け入れ

5.10.10 S 6,S14 414,999 〕月分携常電話使用料 ◎

5.10.技 6 1,760 413,23fJ 9月 分ヨピー使用料 ③

3.10.k6    1 10 64,000 319,239 10月 分事務所賃措料 ◎

5.10.16 111 8,000 341,239 10月 分物置の賃借料 ③

5 10.23 12 6,549 334,690 10月 分電気代 ◎

;.10.23 13 1,0,2 333,678 ,月 分・ 10月 分固定電話リース代 ◎

3.10.27 14 3,196 330,482 事務所来客テ再水代 ⑦

5.10 27 15 5,294 325,188
〕月分固定電訴使帰料 (プ ロパイダー料て
とす) ③

5.10 31 16 433 324,735 10月 分ガヌ料金代 ③

月 計 840,000 33S,173 481,822

2,240,000 1,915,265 324,735

1

務所貸惜料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記蛾する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳惰活動費、①会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条関係)

会  計  帳  簿

会派の名称 。議員氏名

自民党市民クラブ

池尻 秀樹

r■月
．

日 聖理

器 暑
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その
他

5 11,02 と 180,576 144,159 10月 分人件費 ⑥

5t ll,02 2 ?1.500 72,659 10月 分人件費 ⑥

S、 11.o2 3 4,400 68,259 10月 分読亮新開孵手説料 ◎

5.11.06 4 12,355 S5,904 10月 分事務機器サース代 ◎

5′ 11.08 1   41900 61,004 10)J分虐組新開麟蔀料 ⑥

5.1よ  o8 6 3,000 48,004 家,盛角理の会堺市11月 会費 ①

5.11.08 7 300 47,704 本代 ⑥

5.11.10 2,849 44,865 水道代 (8月 9日 ～10月 5日 ) ③

5,11,10 9 6,458 38,397 9月 分携杵電話使用料 ◎

5,H.16 1,760 36,637 10月 分コピー使用料 ◎

3.11.16 11 8,000 28,637 11月 分物量の賃借料 ③

5.11.16 ,2 S4, 000 A35,363 H月 分事務所賃牲料 ◎

5.】 1 20 13 4,402 ▲ 39,?65 11月 分電気代 ⑤

5.11.27 5.245 ▲ 45,010
10月 分固定電話使用料 (プ ロバイダー料
含む)

③

' 11.27
15 3,198 ▲ 48,206 事務所来客用水代 ⑦

6.1】 29 16 4,900 ▲ 53,106 ■月分産経新開購読料 ⑥

月  言十 377,841 ▲ 377,841

累 計 2,240,000 2,298,106 ▲ 58,106

と

務所賃借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の変付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要講
i陳情活動費、④会議費、③資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)
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様式第 10号 (第 6条 関係 )

会  計  帳  簿

自民党市民クラブ

会派の名称・議員氏名 池尻 秀樹

の

務所賃借料など)

2 「項目」襴には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でt)可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑥事務・事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

5 12 04 180,576 ▲ 233,682 H月 分ノ、件Tヤ ∩

5 12 04 77,459 ▲ 311,141 11月 分ノ、件ザヤ ) G)

5 12 0f, 3 3,000 ▲ 314,141 家庭倫電Jの 会,2月 会イヤ O

5 12 06 4 300 ▲ 3,4,441 本イ( O

5 12 08 5 74,936 ▲ 389,877 市政当1告 チラシ印ナヽ1代 ⑦

ヽ12,1 6 1,400 ▲ 393,777 H月 分「,t売 新聞 l留,前 料 C)

う12,1 7 6,177 ▲ 400,254 10月 分携榊 1七 nf使 用料 ①

う1218 8 5,312 ▲ 405,56F, 12)1分 十じ気イ( r`l

5 12 22 9 R,00(〕 ▲ 413,566 12月 分物皿の憤借料 0ヽ

5 12 22 10 64,000 ▲ 477,566 12月 分J丁務所賃借十1 O

5 12 22 1, 1 760 ▲ 479,326 11月 分 コピーイ吏用料 OⅢ

5 12 22 12 A480,3畠 2 H月 分・ 12月 分固定迪 F舌 リース代 O

5 12 25 13 1,400 ▲ 484,782 12月 分就先新 pB‖‖前 || O

5 12 27 14 5,448 ▲ 190,230
H月 分 岡定電 話使用料 (フ ロハイダー料

含む )

O

5 12 27 lr】 3,196 ▲ 498,126 事務所来客用水イ( り

う 12 28 1↑】 1801576 ▲ 674,002 12月 分人4:Jヤ 6)

i 12 28 17 71,500 ▲ 745,502 12月 分人件J!( ①

i1229 18 4,900 ▲ 750 402 12)1分産経新椰Hl世―前料 ①

月 市十 697 296 A697296

夕終 子

'十

2,240,000 2,990,102 ▲ 750 102

1010



様式窮lo,(第 6条関係 )

会  計  慢  簿

白民党市民クラブ

池ダ傷 秀樹務
'

氏名

務所貸借料など〉

2 「項nI桶には、堺市議会政務活動費の交付に関す′。条例別表に規定されている政務活動

費の使総察置を記殺する。 (次の警 8・′)籠載でも可)(O調査研究費、の研修費、③要講

・隊情活動費、①会触費、③奏料作成費,⑥資料熾八費,④広報 1広聴費、⑥人件費、

③事務 4事務所費)

年月 日
芝理

番号
収入額 支出額 | 残額 内容 瑣 B その他

5 01 09 I 3,000 ▲ 7S3402 療陳倫理の会堺市 1月 会費 ①

6 01 09 2 900 ▲ 753,702 本代 O

5大 OX 10 3 840,000 eS,298 政務活動費 1月 ～ 3月 分
受け入れ

6`01,10 4 2,820 83,じ″8 水うとイ( ③

ら0110 6`'58 76〕 720 H月 分携常電講使用料 O

S′ 01.22 6 δ.000 う8,720 1月 分物産賃科 ⑨

60,22 ? 64,000 1,720 1環 分事務所費借卜l ③

6 0,.22 d ,,760 ″,960 〕と男分コビー使用料 ◎

S,01 22 9 7,472 ▲ 4,312

'月

分電気代 O

6.01.29 10 5,212 ▲ 91724
12月 分簡定竜錐使

'竹

料 tブ ,ど イヽアー料
含む,

③

6、 0とィ21 11 窓,19患 ▲ 12,920 事務所来客用水代 ⑦

男 ,1 怠40,000 102,S18 イ37,48Z

弟 計 3,C80,000 3,192す 020 ム 12,920

1111



様式第 よ0号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

白民党市民́クラブ

池尻 秀樹会派の名務Ⅲ 議員氏名

務所賃借料など)

2 r項目ど欄に,よ ＼堺中議会政務活動費ザ〉交付に関する条例男ll表に規定されている政務活動

費の使途項目を船戦する。 (次の番号の4斜し載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳備 争ヽ動費、④会議費、⑤資料作成費、③質料購入費、⑦広報 。広穂費ゝ⑥人件費、

◎事務・事務所費)

年
'lH

整理

番 民A
収入額 支出額 残額 内容 寝 目 その他

6.02.01 , 180,570 ▲ 199,496 1月 分人件狩 ⑥

6A(12 01 2 58,307 JL 251,803 1月 分入件弁 ⑥

6.02.0, 患 4,9く 10 ▲ 2661703 〕月分離経霧開購講料 0

じ.02,06 4 3,000 ▲ 289,7031 泰廃倫理の会堺市2月 会費 ①

6,92.OG 5 300 ▲ 200,003 ホ代 ⑥

6.02.07 6 4,400 ▲ 2C,4,404 1月 分銃先薪開燐就料 ⑥

6.02,13 イ 6,199 ▲ 270,002i 12月 分携常電話使鳥料 ⑥

か̂02.lS 8 S,000 ▲ 27S,602 2月 分物後賃r曽料 ③

6.02.16 641000 ▲ 342,002 2月 分事務所費4ヤ料 ⑤

6.02.16 10 1,760 ▲ $44,362 1月 分,ビー使用料 @

6.02,19 云1 1,S28 ▲ 345,990 事務所韓Fぃ購入 O

6.02.19 12 9.202 ▲ 385,192 2月 分爺気代 ⑤

6.02.20 13 1,086 ▲ 366.248 1月 分・ 2月 分題定電話サ生ス代 ◎

6402.27 14 St″8イ ▲ 301,S3S
生

と,
鳥分固定建構使用料 (プロパイアー料金
)

⑨

6.02.27 15 3,196 ▲ 364,781 事務所来客用水代 ④

6.02.28 ,6 41900 ▲ 36り,631 璃 分産経新閉館競料 ⑥

月 計 356,711 ▲ 85ひ,?11

累 計 3,080,000 3,■9,631 ▲ 369,631

1212



年月用
霊 理

番 ダ丁
収入額 支出憲 残額 内容 項 目 その他

6,030表 180,37` ▲ 岳50,107 2月 分八仲費 ) ③

δソ03 04 71,S(,() ▲ う21 707 2月 分大件費 ( ③

3す 03 00 451 ▲ 622,158 事務所消れ,路 勝入 ③

5 03 07 4 3,000 ▲ 695,15ヽ 療農倫ユ早の全堺市3月 会費 ⑤

よ 03(17 缶 300 ▲ 625,狛 58 ホ代 ③

δ 03 11 2,a96 ▲ 628,154 水道代 ③

う.03.I】 7 6,232 ▲ こ34す 386 1月 ′ノ)携構電話使用料 ⑨

すヽ03.18 8 8,0(0 ▲ 642,386 34分物壺貸lⅢ科 ⑨

).03 18 9 64,000 ▲ 706,3SS 8ナl分事務所策紺料 Φ

h 03 ,a li 760 ▲ 708,146 2月 分コピー使用料 rO)

う.03 19 11 8,18ダ ▲ 716,333 oЛ 分電気十ヽ ⑨

缶03マ 21 12 1 4,100 ▲ T20,733 ,月 分腕売新聞構説ギ| ⑥

1 03.28

'3

82,S00 ム ?73,533 ぷ"ム′くヽイジ咎東費 ⑦

う01,i'イ 14 S,397 ▲ 7791939
2月 分鰤定電話模用料 (/uパ ィダー料金
む)

⑤

月 針 400,299 ▲ 409,299

票 計 3.080.000 3,858,940 ▲ 7'患 ,930

様式第 10号 (第 6条関係)

会 計 恨 緯

白民党市民クラブ

油尻 秀樹食派の名称 ,議員氏名

務所賃借料など)

2 「項日1桐には、器市職会政務活動費の交付に出する条夕Ilttll表に規定され′ている政務活動

費の使総″気目を記載する。 (次の警との範載でも可)(①調査研究費、②研修費、O要綸

・陳構活動費、④会議費.⑤資料作成費、③費斜難入費、0広報・広疎安、③八件費、

③事務・事務所費)

1313



参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称・議員氏名

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写 しを併せて提出すること。
※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動 +後援会活動 1/2

政務活動 +後援会活動十政党活動 1/3
(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数 とする。 )

自民党市民クラブ

池尻 秀樹

 

脚 砦の

氏 名
  

  

〒 

堺市

令和 5年 4月  1日 令和 6年 3月 31日

■直接雇用 □その他 (派遣等

7 時間 / 週  (1日  7 時間× l～2 日 ′ 週)

□月額  □日額  ■時給 1 023  円

■政務活動  ■政党活動  □後援会活動  □( )活動

H勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数のうち政務活動にかかる時間)6 時間

(週勤務時間数) 7 時間

□備 考欄

80

% □職務内容をもとに算定 ※下記参照

□生計を―にしない親族 ■第二者 □その他 (

(例外)□生計を―にする親族

(続柄 :   雇用理由 :

・政党からのFAX等届くため按分率 80%と しています。

60

1414



参考様式第 2号

給与支払

給与振込先

雇 用 契 約 書

ふりがな  生 年 月 日

氏   名

  生

現 住 所
堺市

TEL

下記の条件で契約 します。

雇用期間 令和 5年 4月 1日  から 令和 6年 3月 31日 まで

就業場所
堺市北区百苦鳥赤畑町 5丁 716

池尻秀樹事務所

仕事内容
及び関係書類の作成、来客、TEL応対政務活動にかかる補助

午前 年後
就業時間

(休憩時間) ち、休憩時間は 12時 Oo時から 13時 00ま で)

午後 9日寺00/刀＼か ら   午前

つ

5時 Oo分まで

休    日
祝 日、年末年始、夏季休暇

給与 (賃金 )

日寺給  1,o23円

日締め切 り、翌月 5日 支払毎月末

直接支払い

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は 2通作成 し、双方が各 1通を保管する。

雇用者 堺市議会議員 池尻 秀樹

令和 5 年 4 月 1 日

被雇用者   

1515



参考様式第 5号

出 勤 簿γ
`年

γ 月)

氏名

)

労働時間
日 曜 日 始業時刻 終業時刻

基 本 時間外
備  考

I日

2日

3日

4口

5日

6日

7口

8日

9日

10日

11日

12日 た フ :′′ク /7:ノフ t,:少タ 解  /″ア/β
13日

14日 /か 夕 :か ノ少 /ク :か ラク ″ ンケう /ノ

15日

16日

17日

18日

19日 フ1多 ″ :歩ンアツ /ク :″ ・ /′ クノタ /′

20日 宋 ノじアノ7 /ク :′ク″ ノ′ ノノク r

21日

22日

23日

24日

25日

26日 み フ :′―′ /ク :ど″ノ ″ :炒クノ r′

27日

28日 ト ,
′】″?, /7:′,″7ノ ¢:汐 7, ′ノ

29日

30日

31 日

合計 4井 :θ θ
出勤日数 日, 確認印

1616



参考様式第 5号

17日

出 勤 簿 (々す年 介 月)

氏

労働時間
日 曜 日 始業時刻 終業時刻

基 本 時間外
備  考

二 日 | イ :″ ル /ク :ガノ ィ́‐クブ
′ァ 杯 牧ク

'ィ

′
ケ rη

2日 モ 1再

l弓 ィタワ /つ   ,,ノ ′ つ

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日 クすと カ タ

rノア
/ク   1/こ /7 ′・ 夕・

ク
″′

■ 日

12日

13日

14日

15日

16日

13日 文 ・ /ノ ″ワ /ク /,■b ク iι′―ν 4み沈 1勝 爛
19日

20日

21日

22日

23日

24日 ,Iじ /1″フ /′ノ : ぉ.,メ う :1ゎ
|

25日 /

26日 ゝ ノ争 P,ラ ///!′ pハ 滋
.:ガ

ノ 、みi巖 ,μ与四
27日

28日

29日

30日

31日 上 ″7クη ノクiと ,プ ク :′/″ i

合計 痺b:99
出勤日数 日

1717
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参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

ふりがな   生 年 月 日

氏  名 生

現 住 所
T

堺市

TEI,

下記の条件で契約します。

雇用期間 令和 5年 6月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで

就業場所

―
堺市北区百舌鳥赤畑町 5丁 716

池尻秀樹事務所

仕事内容
政務活動にかかる補助及び関係書類の作成、来客、TBL応対

就業時間

(休憩時間)

締競1年後 9時 00分から  午前・笹生:5時 00分まで

(う ち、休憩 H寺間は 12時 00時から 13時 00ま で)

休   日
祝 日、年末年始、夏季休暇

給与 (賃金)

月給  230,000円

給与支払
毎月末日締め切り、翌月 5日 支払

給与振込先
直接支払い

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

.契約書は 2通作成 し、双方が各 1通を保管する。

令和 5 年 6 月 1 日

雇用者 堺市議会議員 池尻 秀樹

被雇用者    

1919



参考株式第5号

出 勘 「鎌 ( 2023 年  6   月 )

労働時間日 曜 日 始業時間 終集時刻
―||イ

|||IHIIIIIIIIIIIIII十                             本 | 霧 閣 夕手

備  考

1 ホ 09:00 17!00 07100 休憩1時間

2 金 09:00 1700 07:00 休憩1時間

3 土

4 日

5 月 00100 17:00 07:00 休憩1時間

6 火 09100 17100 07:00 休憩1時間

7 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

8 木 09100 17:00 07:00 休憩1時間

9 金 09100 17100 0'100 休憩1時間

10 止

11 日

12 月 09:00 可7:00 07:00 休憩1時間

13 火 09,00 17:00 07,00 休憩1時間

14 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

15 木 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

16 金 09100 17:00 07:00 休憩1時間

17 土

18 日

19 月 09:00 17:00 07:00 休態1時閣

20 火 09100 17:00 07:00 休憩1時間

21 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

22 木 09100 17:Oe 07:00 休憩1時間

23 金 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

24 土

25 日

26 月 09100 17i00 07:00 休憩1時間

火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

28 水 09100 17:00   . 07:00 体憩1時間

29 木 09:00 17:00 07:00 休題1時間

30 金 09:00 17:00 07100 体憩1時間

合計 154i00 0:00

出勤日数 22     日

一

2020



2121



2222



参考様武第S号

出 勘 簿 (  2028  年   9   月 )

日 曜日 始業時間 終業時刻 労働時間
備  考

1基    不 厨尋閣 外

再 金 09t00 17:00 07:00 休憩1時間

2 土

3 日

4 月 00:00 17:00 07100 休融1時間

S 火 09100 17:00 0イ :0◇ 休憩将時間

6 水 09100 17二〇〇 07:00 体憩1時間

7 木 09100 17:00 07100 休憩1時間

8 金 09100 17:OO 07100 休憩1時間

9 土

10 日

11 月 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

12 火 09100 17:00 07100 休憩1時間

13 水 00:00 17t00 07:00 休憩1時間

14 本 C0100   1 17:00 07:00 休憩1時間

15 金 09100 17:00 0,100 休憩1時間

10 土

17 日

18 月

19 火 09:00 17,00 07!00 休憩1時間

20 水 09:00 17100 07,00 休憩1時間

21 木 09t00 17:OO 07100 休憩1時間

22 金 09100 17100 07,00 休憩菫時間

29 土

24 日

25 月 09100 17100 07:00 休憩1時間

26 火 09:00 17:00 07:00 休憩
"時

間

27 水 09:00 17100 07100 休憩1時間

28 本 09100 17100 07100 休憩1時間

29 金 09100 17:00 07:00 体憩1時間

30 土 09:00 17:00 07100 体憩1時間

合計 14,:00 0:00

出勘回数 21 日

2323



参考様式第5号

出 勘 館 ( 2023  年  10  月 )

日 曜日 始来時間 終業時刻 勢勘時間
備  考

基 本 饉 閥 タト

1 日

2 月 09:00 17100 0,,00 休憩,時間

3 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

4 水 09:00 17:00 07,00 体憩1時間

δ 木 09,00 Ⅲ7100 07:OO 休憩1時間

C 金 09100 17:00 07:00 休憩1時間

7 土

8 日

9 月 09:00 17100 07100 休憩1時間

10 火 09100 17100 0,:00 株憩1時間

11 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

12 木 09:00 1,100 07:00 体憩1時間

19 金 09,00 17,00 07100 休態1時間

14 土

15 日

16 月 09:00 17:00 07,00 休憩1時間

17 火 09,00 1,:00 0,す OO 体憩1時簡

18 水 09,00 1,,00 07100 休憩1時間

19 本 09100 17100 0ア,00 体態1蒔間

20 金 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

21 土

22 日

23 月 09:00 1,:00 07:00 休憩1時間

24 火 09:00 17,00 07100 休憩1時間

26 水 09100 17:00 0,100 休憩1時間

20 木 00100 1,:00 0,100    ! 休憩1持閣

27 金 09:00 17100 07:00    1 休憩1時間

28 土

29 日

ac 月 00:00 H7:00 07100 休憩1時間

31 火 09100 17100 07:00 休憩1時間

合計 154100 0100

出勤日数 2え     日

解鶴翻.、

‐

2424



参考株式第6号

出 勤 簿 (  2023  年  11   月 )

日 曜日 始業時間 終業時刻 労働時間
備  考

懸      .本 鶴 閣 ,|

導 水 09100 17:00 0,100 休憩1時間

2 木 09100 1,IOO 07:00 休憩

“

時間

3 金

4 土

3 日

6 月 09,00 17:00 07:00 休憩1時間

7 火 09:00 17:00 07:OO 体憩再時間

8 水 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

9 木 09100 17:00 07100 休憩1時間

10 金 09100 17:OO 07100 休憩1時間

Ⅲ打 止

12 日

13 月 09:00 17:00 07100 休憩1時間

14 火 09:00 17100 07100 休憩導時間

奪S 水 0000 ,7100 0ア〔00 休憩1時間

将6 水 09t00 17100 07100 休憩1時間

7ヽ 金 09i00 1,100 07を00 休憩1時間

18 主

19 日

20 月 09:00 17100 07:OO 休憩1時間

21 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

22 水 09:00 ,7tOO 07100 休憩1時間

23 木

24 金 09:00 17,00 07i00 休憩1時間

25 土

26 日

27 月 09,00 17100 07,00 休憩荘時間

28 火 09(00 17100 07,00 休憩1時間

20 水 09100 耳7100 07:00 休憩1時間

30 本 09:00 17100 07:00 休憩1時間

合計 140,00 0100

出勤回数 2,    日
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参考練式第5号

出 勤 簿 ( 2023  年  12  月 )

日 曜日 始素時閣 終業,手刻
労働時間

備  考
基 1                        本

'予

関

'ト1 金 09:00 17:00 07100 休憩1時間

2 土

3 日

4 月 O0100 17:00 07:00 休憩1時間

5 火 oeloo 17100 0,:00 休憩1時間

8 水 00:00 1,i00 0,:00 体急1時間

7 木 09:00 17100 07100 休憩1時間

8 金 09:00 17100 0,t00 休憩1時間

9 土

10 日

11 月 09:00 17:00 0,100 休憩玉時間

12 火 00:00 12100 03,00 PM体

13 水 09100 17100 07100 休憩1時間

14 木 09:00 17,00 07100 休憩1時蘭

15 金 09:00 17:00 07100 休憩1時間

16 土

17 日

13 月 09:00 17100 07:00 休憩1時間

19 火 00:00 17100 0,そ00 体憩1時間

20 水 09:00 17100 07100 休憩硝脅寺聞

21 木 09:00 17:00 0,100 体憩1時間

22 金 1日 休

28 土

24 日

25 月 00100 1,100 07:00 休憩1時間

20 火 09100 17:00 07:00 休憩1時間

27 水 09:00 17と00 07tOO 休憩1時間

28 本 09!00 17100 07:OO 休憩1時間

29 金 09,00 17100 07:00 休憩 時ヽ間

30 土

31 日

倉掛 1 38tOO 0100

出勘日数 29    日
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参考様式第5号

出 勤 簿 (  2024  年   1   月 )

日 曜 日 始業時間 終業時刻
労働時間

備  考
不 野閥夕争

1 月 冬季体暇

2 火 冬季体照

3 水 冬季休暇

4 本 冬季休暇

5 金 09:00 17:00 07100 体艤1時間

6 止

? 日

a 月 成人の日

9 火 00100 7ヽ:00 07:00 休憩1時間

10 水 09:00 17100 07!00 休憩1時間

lH 木 09:00 17100 07:00 休憩1時間

12 金 00:00 17100 07:00 休憩1時間

13 土

14 日

16 月 09:00 17:00 07:00 休議将時間

6ヽ 火 09:00 17100 07:00 休憩1時間

17 水 09:00 17100 07:00 休憩1時間

18 木 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

H9 金 09:00 17:00 07100 休憩1時間

20 土

21 日

22 月 09100 17:OO 07100 体感 時ヽ間

28 火 09:00 17100 07:00 休憩1時間

24 水 09100 17:00 07:00 休憩1時間

25 木 09100 17:00 07:00 休憩1時間

26 金 09100 17:00 07100 休憩1時間

27 土

28 日

29 月 09:00 17:00 07100 休憩1時間

30 火 09100 H 7,00 07:00 休憩1時間

31 水 09100 17:00 07100 休憩1時間

合計 126100 0:00

出勤日数 18 日
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参考様式第5・暑
出 勤 簿 (  2024  年  2   月 )

曜 日 始業時間 終業時宏il
労働時間

備  考
EH巨  

―
                           本

'千

閣
'事ヽ 木 09100 17:00 07:OO 体憩1時間

2 金 09:00 導7100 07:OO 休憩鷲時間

3 土

4 日

う 月 09100 17:00 07:00 休憩1時間

C 火 09,00 1'幻Ю 07:00 体惑1時間

7 水 09:00 17:00 07:OO 休憩1時間

8 木 09:OO 17:00 07:00 休懃1時間

9 金 09:00 17100 07:00 体憩1時間

10 土

11 日

12 月 振替休日

13 火 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

14 水 09:00 17:00 07:00 休憩帝時間

15 木 09100 17:00 07:00 休憩1時間

モ0 金 09:00 17:00 07:00 体憩1時間

1' 土 ,

再8 日

19 月 09100 17:00 07100 休題1時間

20 火 00100 17:∞ 07:00 休憩1時間

21 水 09100 7ヽ100 07:00 休憩1時間

22 木 09:00 17:00 07:00 休憩1時間

23 金 天皇誕生日

24 土

25 日

2C 月 00:00 17100 07:00 休憩
"時

間

27 火 09100 17:00 07:00 休憩打時間

28 水 09:00 17100 07:OO 休憩1時間

29 ホ 09:00 7ヽ100 07:00 体憩1時間

合計 138:00 0100

出勤日数 19    日
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参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称・議員氏名

自民党市民クラブ

池尻 秀樹

 

被履用者の■
―
氏●名r ‐

 

  

〒 

堺市

令不口5年  4月  1 日 令和 6年 3月  31日

■直接雇用 □その他 (派遣等

28 日寺間 / 週   (1 日  7 HttF日]×  4  日  / 週)

□月額   □ 日額   ■時給 1,023 円

■政務活動  ■政党活動  □後援会活動  □( )活動

■勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数のうち政務活動にかかる時間)29 時間

(週勤務時間数) 28 時間

□備 考欄参

80

% □職務内容をもとに算定 ※下記参照

□生計を―にしない親族 ■第二者 □その他 (

(例外)□生計を―にする親族

(続柄 :   雇用理由 :

)

・政党からのFAX等届くため按分率 80%と しています。

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写 しを併せて提出すること。
※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 接分率

政務活動十後援会活動 1/2
政務活動 +後援会活動キ政党活動 1/3
(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。 )

60
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参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

ふりがな   生 年 月 日

氏  名
   生

現 住 所
T

堺市

TEL

下記の条件で契約 します。

雇用期間 令和 5年 4月 1日  から 令和 6年 3月 31日 まで

就業場所
堺市北区百舌鳥赤畑町 5丁 716

池尻秀樹事務所

仕事内容
政務活動にかかる補助及び関係書類の作成、来客、TEL応対

午 午後就業時間

(休憩時間 ) (う ち、休憩時間は 12時 00時から13時 00ま で)

5時 00分まで・午後 9時 00分から  午前・

休   日
祝 日、年末年始、夏季休暇

給与 (賃金 )

日寺給  1,023円

給与支払
毎月末 日締め切 り、翌月 5日 支払

給与振込先
直接支払い

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は 2通作成 し、双方が各 1通 を保管する。

雇用者 堺市議会議員 池尻 秀樹

令不口5 年  4 月 1 日

被雇用者    
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参考様式第 とを

雇用状況報告書

会派の名称・議員氏名

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動+後援絵活動 1/2

政務活動十後援会活即.l+政党活韓b 1/3

(れ龍以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。)

白拭党市民クジプ

地尻 秀樹

∩

」

 

 

 

〒 

堺

令和 5年 10 月 1置 令れ16年 3月 81日

れ直接雇用    □その他 (派遣等 )

28時鷲I′ 週  (1回  7 眸聞X 4 日 ′ 通)

)活動回後援会活動  口(

□月額

|“政務活動

“

欧党活動

と,064 円阿同額  ■時給

玉迅鋤務時聞数のうち毀継潜働にかかる時間)23 時間

由勘務集態をもとに算定

ロイ繭造畑参揖雹

(適勤務時間数) 28 時牌博

80

% 回戦務凸容をもとに算定 ※下常己参照

□生計を…1と しない規族 ■第:素者 回その他 (

(例外)出生計を一にする親族

(統柄 ,   藤用理由 :

)

)

・政党からのFAX等届くため按分率 80,tと しています。

60
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参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

ふりがな   生 年 月 日

氏  名
  生

現 住 所
7

堺

TEL

下記の条件で契約します。

雇用期間 令和 6年 19月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで

就業場所
南北医百番鳥赤畑町 5丁 716

池尻秀樹事務所

仕事内容
政務活動にかかる補助及び関係書類の作成、来客、TEL応対

就業欝寺間

(休憩時間)

,午後 9時 00分から  午前

(う ち、休憩時間は 12時 00時から 13時 00ま で)

5時 00分まで

休   日
祝 日、年末年始、夏季体 B段

給与 (賃金)

給与支払
毎月末日締め切 り、翌月 5日 支払

給与振込先

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は 2通作成 し、双方が各 1通を保管する。

雇用者 堺市議会議員 池尻 秀樹

令和 5 年 10 月 1 日

被履用者    
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参考様式第 5号

12日

出 勤 簿 (ざ年 十 月)

 
労楢‖寺間

基 本 時間外
備   考日 曜 日 始業時刻 終業時刻

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8口

9日

10日 栃Ⅳ婢メ104‖月 ?;ラθ /7 : θο ク:ク D

11日 ア＼ ワ: ∂θ /ク :′ ο 91'tフ ′′

13日 大 9:νρ /?:ρ ι〉 クit,9 ヽ

14日

15日

16日

17日 局 7:と)ο /7:伊
'

ク :フ ワ

i8日 ポ ¢ :ρ υ /2:ごクο ク :,〔 ) f7

19日

20日

21日 か /,,7 /7 :,9 ?t,θ ,蒔爛
22日

23日

24日 耳 プ ;ν υ /ブ :ν ∂ ク :と'9 r

25日 × 7:′ , /9:と,9 ク :ι〉フ
′′

26日

27日 永 ダ:θ ♪ /7:′∂ ク:′″
28日

29日

30日

31日

合 計 拶ぎiν汐

出勤日数 日7
確認印

|
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (だ f年

'月
)

氏名: 
日 曜 日 始業時刻 終業時刻

労働時間
備  考

基 本 時間外

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日 月 7:′ , /ク :フ ν 7 :′ つ 罪党rィ 鳴 Z
9日 ＋

入 7:フ∂ /9: υθ ク :フρ /′

10日

ll日 末 ア:ど,′ /9:′ υ ク:フ つ あ乾FI潟与r
12日 途 7:9つ ,9:ο 9 ク : ρ∂ ″

13日

14同

15日 月 7:′ , /ク iラ ο ク;′ 沙 |みを 吟 濁
16日 ピ 7:″ , /ク :′ノ0 , :っ /, //
17日 夕|く ?: うし, rア :フク ノ :′ク //

18日

19日 澄 7 : ′θ /ク : ριク ク:νθ
20日

2二 日

22日 月 ア ,9 /9!′ο ク : ク́ ,
23日 X 7:ο ο rノ :ν

'
夕 :ν θ ′′

24日

25日 未 ,: νο /ク :ρτ) ク iフク
f

26日

27日

28 日

29日 月 7 :,9 r/9:ο θ ク子,と
'

|

30日 文 7 :θ θ r7:∂ ο ク:9ιフ /ノ

31 日

合計 P/:θ θ
出勤 日数 /」  日

r

確認印
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参考様式第 5号

出 動 簿 (R∫年 b月 )

労働時間日 曜 日 始業時刻 終業時刻
基 本 .時間外

備  考

二 日 ネ 7:,ο ,917 |ク  19‐9 4

2日 か ?:,つ ′ρrク 夕 :夕 ′ 〃

3日

4日

5日 角 ρ′ /ク :ρフ ク:′ ν |,ネ寿 IBと 閉
6日 文 ′

' i
7: /' ク:ル //

:7日

8日  i 末 ?:ど ,ο ′ク:99 ア :ν∂ i再心↓け募
19日 |

.10日
|

.11日
:

12日 ,つiア /1ク lυ θ ク:どクフ ! 生雑砕「鰺餓
:

13日 丈 アⅢοb i ′夕 ::)つ ア :ど,c) ′′

114日 ―

115日 ―

■6日 か …9,:θ θ 9:νρ
17日

18日

19日 月 171,ι ) _Iク :′ ? ク:'ρ

20日 望 | ?:―沙′ /7:′少 ク!フ ρ ク

21日

22口 ――
未 7:―沙θ ′夕:,, 7:θ ? h界勢 :|》手,翻

23日

24日

25日

26日 R :;'手 ク
'

′す:θ 正ク 夕 |ク沙 Iみ 1史〆I嚇組
27

|||,(`| ρρ |′ク:ρυ l 夕 :フ p
/ノ

28日

29日

30自 ハ ダ:9, i/ク 19∂ ― ク
'歩

ラ
|

:オ不勢 1白キμⅢl
31日

合計 | | ダIB I

出勤日数 確認印

3535



参考様式第 5号

出勤 簿げt年 ク月)

:
日 曜 日 始業時刻 終業時刻

基 本 時間外
備  考

1日

2日

3日 潟 7.ν
'

/7:♪ρ ク:ν′
4日 丈

/
7と っ′ ′,:θτ) 9:′ 9 /′

5日

6日 末 |?:θ
'

/ク :′ , ヂ :′ ′ 枠 ―〕み踏
7口

8日

9日

10日 員 ワ:′ ∂ /ク : θ, ク :υ

'
ム

11日 i/
‐7:,9 19:,9 9:″ /′

12日

13日 末 亨 :∂ ο ′7:つ θ 夕ゎつ
14日

15日

16日

17日

18日 X 7 i pυ ′夕:どクと, ク:ρ′ 1

19日 ,舞
‐7:,9: r,:ρθ 夕 と ′′ /′

20日

21日

122日

23日

24日 一月 字:θθ どク:′ 9 クー′ク
25日  | て 7:νθ /夕 :♭ 沙 ク : ′ρ 〃

26日

27日 ― 水 7:つ , rク :っ ρ 9:って, |

28日  |

20日 !

30日 
―

81日 亨ミ′
'

/7:∂つ ク :沙 θ

合計 PT‐ :υ D

出勤 日救 /ェ  日 確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 ば年年 『 月)

'I,::と労働時間日 曜 日 始業時刻 終業時刻
基 本 時間外

備  考

1日 ヽ
天 7ェ ′θ rク : ,少 ク:〉汐 ,

2日

3日 す:′ ′ :0つ/ク
|

,|1 2'
4日

5日

6日

7日 A: 守:′ ο yケ 1ク D 夕 :つ ρ
―
iか 螢

'4昂
瀬

8日 に入
ノ

,i:,9 ィク!沙タ ク :ρν ― /ノ

9日

10日 :

八 ,9デ ノク:つ

'
ク:フ ク

_上ふ力 |1尊rl打 |

■ 日 冷・ゑ

12日 翁
13日 ,僚

14日 秀

15日 ヽ
′

16日

17日 ネ ?1卓 θο ′ク :ど
'つ

|ク :ι)′ 塗勢 IP与鰯
18日

19日

20周

21日 月 9:θ つ ′
イ
ク:っっ 少 |つ p 烙Tttr↓|み趨|

22日 災ヽ
″ 伊〔ρθ ノタ:クど, ク !νヲ //

123日 ―

24日 末 7:ヮ〔ク /夕 : ρθ :夕 :υθ 二J】卜携 |,手熾
25日 

―

26日

27日

28日 一買
7:νρ /ク i》ο ク:′ ?

"芥

井甘幕翻
29日 ヽ

大 17:ノ /9:p∂ [ク  :ρク /′

80日

31日 永 ,:′う
1 /夕「

:》′ ク :′つ 〈ネ笑「|,季困
合計

出動日教 ri 日 穂認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (たケ年 7月 )

労′
日 曜 日 始業時刻 終業時刻

基 本 時閥外
備  考

11日

2日

3日

4日 員 字と′
'

/ク !クつ ク:クθ 4み領静1滲謁|

5日 火 ,9
・
字

′
!ク

:ο ρ ク1,, //

6日

7開 兵 守 1ゅ ρ /′ク:沙 ρ ?|,つ r示舜 ギ抄み虎
8日

9口

10日

il 日 R 字 1つ つ /ク :ρ つ クミ,p 静与 1

12日 χ 7:つつ
/ク 1沙 つ 9 :つ ク ″

13月

14日 永 ア:ρο rヮ :。 9 ク:″ θ i

15日

16日

17日

18日

19日 X
―
字: ′∂ プ,:ρ p ,ワθ すか:独 す講F

20日

21日 未 l ,iθ θ /7:θ , ク:∂ク
22翼

23周

24臓
-25日

貢 字: テι) ′ク:θι) ク:ブク 抹勇 1患芦
26日 茸 7:沙θ /7:,ク ク :´ν //

27日

28自 芥 ダ:♭ 9 ノク1,' ク1,1ク

29鳳

aO日

31日

合計 ク?: θ0

出鋤日数 /〆  日 確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (市年 /υ 月)

氏
．

 
労働時間

日 曜 日 1始業時刻 終業時刻
基  本 時間外

備  考

1日

2回 〉RI 子199 /字 :沙 つ ワ:フ ク 球―と すぶ:伊白やll_
3日 文 7ギ ,ιク | ′,| ′,, /ノ

4日

5日 _入 ! :― 字ip9 ど.7:♭う ダ :ι夕υ 株逸
^子

心爛  |
6日

7日

3日

19日

■0日 一た
?と つθ ′7 it,9 ,|ク ρ̀

― 罪携 Iじキ爛|

11 日

12日
束 .`―

`

_●?liあっ r17:か う |ク  ! ′ν
13日

14日

15口

16日 衰 ! ず士―クっ| ′ユ:ρ , ク 1ク つ ―子芳立沖ⅢⅢ酵 解斜
17日 涎 |

i71,91 ′7.:,つ ク |∂ ? 〃

i18日 夕]41 ¢:,? アワ :9ρ
―

? :′θ ― ′メ

■9日

20日

21日
|

22日

23 日 月
‐
字fο , :ρ 0ク :体募 1態醸

24周 卜
κ 7,θθ l /″ :炒 θ 9 :0' //

25日

26日 .

1末 ,勒θ /9:,て
'

つ :υし
'

力 ′置尋
27日

28日

29 日

‐30日

31 日 X |ザ 1汐つ r7:クν ク:つ ♭
―

| 4外魂F↓ 時爛   |
合 計 84,9D I

出勤 日数 r虹  日 確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (尽十年 //月 )

氏名 :

日 曜 日 始業時刻 終業時刻 備 考
基 本 時間外

1日 ,I( 7.i沙θ ′7.νυ ク
ー

′

'
鳴

2日 水 :

?― :∂ο r夕 :∂ ? ク :ν ? 〃

3日

4日

5周

6口 ,1 r71P? ク :沙 ′

7日 k‐ |.す ||フ∂: プブ:ν ジ ク :'ど)

8日

9口 ―
べ 李Iυう |ク :ου

10日

ユ 日

■2日

13日 月

'IDb l

ク :― ′∂

14日 災 |''IDO I どワ||っ 9 1 _ノ :つ ? ク

■5日

:16日 群
・
71:う 沙| , :汐θ ll幕必 1咋 |

rF

18日
-19日

20回 R ブ:: θ∂ ′ク:,θ 一，

一
νν i 琲亀hi癬滸

21日
| ヤ 字:♪θ―

/ク||′‐′i .ア :沙 沙 | //

:22日

123日

24日

25日

26日 |

27日 亨:う っ 才=?:,ど
'

夕lρ つ F外龍!1醇ぜ
28日 文 ?|l θο ?|″ :,ι

'

″:′ ? 7
29日 :

30日 ―.Plく 7:′∂ ′9:♭♪ ク :少 θ

31日

合 計 ア/19,ワ
ー

関勤自数 /ご   日 確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (だ年年 /必 月)

労働時間
日 曜 日 始業時刻 終業時刻

基 本 1 時閲外
備  考

1日

2日

:3日

4日
,腎

!宇
1 9ο l ||:,.|.9.9+‐ : ♭ク9 休秘 1吟 胎ヽ

~
5日 X :θ 99 l tワ :ぅ 。 91:,9 〃

6日

!7自 メと !

q:t,θ rフ|,9 1 ワ:9ο イ:約急1癬 ,,'1

:8日

19日

■0日

11日 ―月 ?:ο θ |.工 7■ ,―θ : つつ
|みネ毬,141潮| 

―・

12日 k ?ib〆 「
1ク :∂沙 i ブ :沙′| //

113日

太 i ?:υ o. τ),1ワ 91ど)9‐ ぅ不導 1埠鯛
15日 ・

16日

17日

18日 月 1字 :jο /y,it〉 ?` 夕 :ρ う

119日  | 丈 学199 /1ク |1静わ 夕
.:抄 伊 | /′

20日
:

21回 :

22月 | 浴 71‐ ,9= イ.,1,_|― θつ ク : ′, 1手税れ奪閉
―

23日 ・

24日 |

25日 員 守 4θ o ―rヂ |?ク ー ク.:′ つ |._t.か ,豫 イⅢ与
―
″欝戦

26日 |く ?:θ θ ァク;ク ワ ク :フ 9 ′
ァ

27日 !

28日 燕 : 亨 :9つ /夕 :フ ? t〉0″
,|―秘 |― 士!|,IJi材置|― _

29日

30日 .

31日

合計 _『4:,つ

出勤日数 /■ 日 権認印
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参考様式第 5号

出 動 簿 (灘 年 /月 )

口 曜 日 始業時刻 終業時刻
基 本 時間外

備  考

1日

2日

3日

.4口

.5日

6口

7R

8日

9日 デ1,' /1ク :′ ′ , :フ沙 11ネ襲Ⅲl置孝μaR
10属

ll日 不、 ?: ♪と″ ノク:∂

'
9 1と ,υ

―
が,み r吟 ,ギ1

12日

13日

14日

15日 潟 ア:ん ノタ:′ ρ 7:′ν t稲♭l酵醒
■6日 X どlθ :,0 |ど ,:,, | 夕 :デ θ ″

17日

18日

‐19日
| ノ

＼ :7,,ο
′ク |,[″ :夕

'
ク 体逸 ,応鰯

-20日

121日 ―

122日 ―
J 9:,, 19:っ ρ ク :′′ 4秘 lμ翔

123日 ― η:∂ θ /,:′ο ク :,, ′ノ

24日
―

25日 7:う o 1,:,ο 9:″
'

;かオ鬱ォl津■服
126日

127日 |

i28日

129日 | ¬ ↑:,′ ″9:ρ 彦 ,:′′ ;傘

“

暮 IF与 1船キ
130日

| ?:οう ′ク:,つ ク :,9 ″

31日 |

合計 渉?;,p
出動 :日教 r9  甲

確認印
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参考様式第 5号

出 勤 簿 (庶」等 之 月)

氏名

)

日 曜 置 始業時刻 終業時刻
幕 本 時角毎外

備  考

1博
,'Iヽこ ¢ :θ′ rク :ρθ 沙 ! ″

'
蘇1,,と!,|,4'|と )1駆

2日

8自

.4日

5厨 月 ?: ′′ ′ク:,9 つ :,,

`穂
:琳手服

6自 k ,:,9 r9:ク , ク :夕

'
//

7口

8日 k 7:ェ″θ ′
―
ク:,I″ 少 :つ ′ fか島 1尊腑

9自

10自

11 日

12掛

la臓 又 奪 :′ 9 r91,C' 夕 :,C) ∫み募 1摩購
14臓

15層 爪 7:θ〔, rTiつ て″ ,Iフ ' 機ヽ 1舟畑
16日

17日

18日

19鳳 一鳥
7:νθ /,:ν ρ , :'1) おか1必 1弓爛

20日 工
丈ノ ダ〔′ο ィク:沙 θ ク :つ p 7

21日

22日 〆 9:θθ /ヂ :ν θ ク !ι″∂ ち界褒r lJ患 鸞1

23日

24日

25日

26自 潟 7:D0 ′夕!フ う ク:沙 ´ 与ネ碑 1癬 爛
27露 く― 2・ クつ r9:ラフ ク|,'
28日

29爵 ―
 蕪 ?:ρ θ /ク :′ ′ 9仁 ν′ 冴鋒 ‡β手爛

30F離

31日

合計 β〒ヽ:沙 9

出勤日数 /え 口 確認印
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参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称 。議員氏名

自民党市民クラブ

池尻 秀樹

事務所関連経費

按分比率など

管理責任者

(議員名 )

池 尻 秀 樹

事務所名 池 尻 秀 樹 事 務 所

所在地

T 591-8037

堺市北 区百舌鳥赤畑町 5丁 716

TEL 072 ( 255 )7777

□自宅兼事務所  ■専用事務所 (賃貸借契約先 株式会社 美馬不動産 )

□私的使用

□後援会事務所

■政党活動事務所

兼用の有無
他用途 との兼用

■ 有 ⇒

□ 無
国会社等 (関係団体 )

延べ面積
60

ポ

月額   80,000 円

(政務活動費充当額 64, 000 円)

政務括動事務所

として使用する

割合 80 %

(次のいずれかの説明方法を選択)

□使用面積による  使用面積

■使用時間による  月  136
ポ/延べ面積 (ポ )

時間のうち  lo9 時間

維持管理

経費

■電気代・・・ 80%  ■水道代・・・ 80%
■ガス代・・・ 80%  ■固定電話代・・・ 80%
■その他 (FAX代 、事務機器 リース代、コピー使用料、倉庫使用料)…80%

%

月額

(政務活動費充当額 円)

円

駐車場

賃借料
【所在地】

所有区分
□生計を―にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

備  考 政党からのビぷ 等届くため按分率 80%と しています。

※事務所。駐車場を賃借する場合は、賃貸借契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。
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賃貸借契約書

璽金美馬不動産
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イ昔

物 件 め 表 示

所 在 地  堺 市 北 II百 舌 鳥 赤 畑 a〕 5,7

僑  造  軽 量 鉄 骨 造 ス と ― 卜葺 平 家 馨

16番 地 1

倉 庫 及 ひ 事 務 所  1棟 I戸

本 契 約 を 締

建 黎 賃 貸 +1  lヶ 月 金  全 8万 円 也

契 約 時 の ュ ヶ 月 未 満 の 日 数 に 対 す る も の は 日害J計 算 と し、

解 約 時 の ュ ヶ 月 未 満 の 残 余 日 数 に 対 す る も の は 返 還 しな い c

保 証 金 全  也 (無 利 息 の 約 定 。本 証 を も っ て

預 か り証 と す る。 )

貸 主    は 上 記 所 在 の 建 物 を 借 主  池 尻  秀 樹

料 を も っ て 賃 貸 し た る に つ き 、 下 記 条 項 を 双 方 承 語 の う ぇ

結 す る 。

こ前 記 賃 貸

記

第 1条  貸 主 は 下 記 条 項 に よ り 倉 庫 ・ 事 務 所 と して 借 主 に 賃 貸 し、 それ

を 使 用 さ せ る こ と を 約 し 、 借 主 は これ を 賃 借 し借 賃 を 支 払 うこ と

を 約 し た ぅ

第 2条  賃 貸 借 の 期 間 は 、 平 成 29年 11月 1日 か ら 向 う 3カ 年 とす

る 。 但 し 、 期 間 満 了 の 時 、 双 方 よ り異 議 の な い 場 合 は 契 約 は この

ま ま 更 新 す る も の と す る こ 尚 、 賃 料 に つ い て は 3年 毎 の 更 新 時 に

双 方 協 議 の う え 決 定 す る (
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第 3条 倍 主は 賃 借 料 翌 月 分 を 毎 月 末 日 ま で に 貸 島 )て ァ)る 銀 行「1座 に
振 込 み 支 |∠、ぅ こ と。 万 _借

主 が 借 賃 の 支 払 い を 3ヶ 月 以 L怠 っ た
と きは 貸 主は 直 らに 賃 貸 物 の 明 渡 とを 請 求 す る こ とが 出 来 る。

尚 、 振 込 手 数 料 は 借 主 の 負 担 とす る。

第 4条 LPガ ス 、 水 道 、 電 気 、 電 話 そ の 他 消 耗 費 は 賃 料 と は 別 に 乙 が

支 払 う も の と す る c但 し 、 賃 貸 物 に 関 す る 租 税 公 課 等 は 貸 主 の 負

担 と す る 。 租 税 公 課 、 物 価 の 変 動 等 に よ り 賃 料 の 増 減 の 必 要 を 生

じ た 時 は 双 方 協 議 の う え 定 め る もの と す る 。

第 5条  下 記 の 場 合 に は 、 貸 主 は 何 ら の 催 告 を 要 し な い で 直 ら に な 件

賃 貸 借 契 約 を 解 除 し て 借 主 に 対 し て 明 渡 し を 求 め る こ と が 出 来

る 。 借 主 が 本 件 建 物 を 明 渡 す と き は 賃 貸 借 成 立 当 時 の 原 状 に 服 す

べ き も の と す る 。

l 法 律 又 は 命 令 、 攻 は 公 共 事 業 施 行 の 為 本 物 件 の 取 払 い 又 は

使 用 禁 止 等 の 事 由 が 発 生 し た 時 。

_賃 借 物 件 の 一 部 又 は 全 部 に つ き 、 賃 借 権 の 譲 渡 、 転 貸 そ の 他

の 名 目 の 如 何 を 問 わ ず 第 二 者 を し て 使 用 さ せ た 場 合 、 借 主 が

他 の 債 務 に よ り破 産 宣 告 、 強 制 執 行 を 受 け た 場 合 、 抹 券 譲 渡

商 号 、 役 員 変 更 等 に よ る 脱 法 的 無 断 賃 借 権 の 譲 渡 、 転 貸 の

場 合 を 含 む 。

本 件 建 物 が 焼 失 又 は 大 破 した 場 合 c貸 主 に 連 絡 も な く 建 物 を

3ケ 月 以 上使 用 し な い 時 。

本 契 約 締 結 後 、 倍 主 が 建 夕 を 犯 罪 行 為 に 使 用 し 、 又 は 暴 力 団

関 係 者 と 判 明 し た 場 合 及 び 政 治 結 社 等 に 倍 用 さ て た 場 合 。

倍 主 は 故 意 及 び 過 失 を 問 わ 下建 物 に 損 害 を 与 え ri時 は そ の 状 況

に よ り損 害 賠 償 を (な tす オlば な 1,/fぃ 。 借 与とか 略 償 金 額 を 支 払 わ

ず 、 又 倍 賃 の 支 払 い を 怠 つ た 時 は 貸 主 は 保 ロキ金 を も っ て こ の 弁 済

に 充 当 す る こ と が 出 来 る 。

賃 貸 借 物 件 が 天 災 地 変 、 火 災 等 に よ っ て 損 壊 し た 場 合 は 貸 主 員

担 で あ る が 、 借 主 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る 火 災 焼 失 等 に つ い

て は 保 証 金 及 び 既 納 の 賃 料 は 借 主 に 返 還 し な い
=

第 6条

第 条

2

第 3条  双 方 の 都 合 に よ り本 契 約 を 解 除 す る 時 は 借 主 に 於 て は 3ヶ 月 前

貸 主 に 於 て は 6ヶ 月 前 に 互 い に 通 告 し 、 期 間 満 了 と 同 時 に 借 主 は

完 全 に 貸 主 に 物 件 を 明 渡 し 、 立 退 料 又 は これ に 類 す る 物 質 的 請 求

は 絶 対 に しな い 事 。 借 主 は 、 自 己 の 費 用 に お い て な した る 造 作 設

備 等 の 買 取 請 求 も絶 対 に し な い 事 。

第 9条  本 件 建 物 内 に て 動 物 の 飼 育 及 び 所 用 の 設 備 の あ る 個 所 以 外 で の

炊 事 、 宿 泊 は 絶 対 に し な い 事 ,尚 、 ま た 本 物 件 を 居 住 の 用 に 供 せ

ざ る 事 。

第 10条  倍 主 は 近 隣 の 迷 惑 と な る 行 為 、 排 煙 、 排 水 、 騒 音 、 産 業 廃 棄 物

等 に 充 分 配 慮 す べ き 事 ,

第 H条  借 主 は 明 渡 の 場 合 、 と Pガ ス 、 電 気 、 水 道 、 電 話 等 各 料 金 は 明

渡 当 日 ま で に 使 用 し た 使 用 料 は 確 実 に 支 払 い し 、 そ の 証 明 書 攻 は

額 収 書 を 貸 主 に 提 出 す る 事 。

第 12条  貸 主 は 明 渡 終 了 の 時 、 特 約 条 項 〔ユ〕 に 基 き 返 還 保 証 金 を 借 主

に 達 付 す る 。 第 6条 の 規 定 に よ り 弁 済 に 売 当 し た 剰 余 が あ る と き

も 同 様 に 取 り 扱 う t保 証 金 の 返 還 は 、 必 ず 借 主 に 直 接 返 還 す る こ

と と 声 め る 。

3

4
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発 JJ粂 4件 契 4tに 関 t紛 争 を J「 iた ぅ 場 浄

る ギ♪な ヶ ミ〈追 義 的 に 解 決 1る 事

第 14条  運 希 保 証 人 は 、 こ の 契 約 の 履 行 に 説 意 を 以 て 対 処 と

ら共 民 法 ェ,静ぇ規 li軍 す

若 1´ b

〕   上

前 :ε 合 _才 ▲ 記 ぃ ,大 確 実 正 寝 術 0ぅ
こ建 物 賃 貸 倍 契 約 言1書 士 → る

後 「1♂
'為

 本 証 書 を ゼ通 作 成 と 各 々

1佐
書 子`〕 i 香 白 者

~名
体 :|}|

l通 苑 戸i有 す る t,(ア lと す る

借 主が 債 務 不 履 行 の 場 合 は 借 主 に 代 わ っ て 本く'約 の 借 主 の 義 務
履 行 を 行 う こ と と す る 。

<特 約 条 頂 >

l 解 約 明 渡 に 際 し て は 前 記 の 契 約 保 証 金 よ り を 差 し引 い た

残 額 金 を 借 主 に 返 違 す る も の と し 、 保 証 全 返 還 の 時 期 は 、 明

渡 完 了 後 30日 以 内 と す る c

借 主 は 保 証 金 返 還 請 求 権 を 他 に 譲 渡 し 又 は 質 入 れ を し て は な ら な

い 。

契 約 保 証 金 の 金 に つ い て は 更 新 前 の 平 成 26年 11月 1日
付 賃 貸 借 契 約 の 保 証 金 を 援 用 す る も の と し 、 今 回 の 契 約 に お い て 新 た

に 保 証 金 の 授 受 は 行 わ な い 。

2.借 主 は 本 物 件 を 倉 庫・ 事 務 所 と し て 使 用 し 、 借 主 側 に て 使 用 上 必 要

な 造 作 、 施 設 等 は 事 前 に 図 面 等 で 貸 主 に 計 画 を 説 明 の 上 、 そ の 承 諸 を

得 て 自 費 を も っ て 設 営 し 、 将 来 解 約 の 時 は 契 約 時 の 原 状 に 復 元 し 、 明

渡 し退 去 す る も の と 定 め る 。 原 状 回 復 の 態 様 に つ い て は 貸 主 借 主 協 議

して決定す る。貸主が承諾 した ものは借 主は残 置す ることが できるこ
尚、看板取付位督にについ て も事前に届 け、貸 主の同意 を得 る挙。

第 3条 に 定 め た る 賃 料 の 振 込 み 先 の 預 金 回 座

堺 市 農 業 協 同 組 合   も ず 支 所  普 通 預 金 口 座

口 座 lヽ    名 義 宛

朔

孔 え 少

子串

氏 名   

平 成 29年 11月 1日

住  所

貸 主

借 主

連 帯 保 d[人

氏  名

氏  名

住   所 拶†

をす
|

3

仲 介 者   本  店 堺 市 北 区 百 舌 鳥 梅 町 1丁 27番 地

株 式 会 社  美 馬 コ＼ 動 産

代 表 取 孝お 役  美 馬  一 郎

住  所

商  号 ③
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解   約   通   矢11  書

賃 倍 人        は 、 賃 貸 借 契 約 を 解 約 し 、 平 成   年

月   日 を も つ て 退 去 し 、 明 け 渡 と す る こ と を 通 知 し 、

確 実 に 履 行 す る こ と を 確 約 致 し ま す 。

万 一 、 明 け 渡 と が 、 遅 延 す る こ と が あ れ ば 理 由 c如 何 を 問 わ

ず 、 こ れ に ょ っ て 発 生 し た 損 害 は 全 て 賠 償 致 し ま す 。

平 成   年   月   日

賃 貸 人 殿

賃 借 人 住 所

氏 名 ③

解 約 返 還 全 娠 込 口 座

銀 行 名

支 店 名

日 座 種 別

口 座 番 号

日 座 名 義
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物置賃貸借契約書

屋 :r白

こぎぞ苫角我牟≒計Υ継音ζ僧(:冥 I、

第 1条 (賃 貸物件)

甲は、乙に対し、甲が所有する次の物I普 2台 (以下「賃貸物件J)を賃
貸し、乙はこれを借受ける。

上記契約の成立を証言るため
士する.

本契約きゼ通を十IⅢt t 各自 I通 を保昔|る 1)υ )

20ゼ o年 12月 lo日

貸主 (甲 )住 所

堺市北区百舌鳥赤畑町 5丁 71
株式会社 高丸食品

代表取締役 高落 実

借主 (乙 )

5番
ン1■

｀
■‐、

と 設置場所

2 物置 1

物置2

記

堺市北区百舌鳥赤畑町5T716番の 1の内
エルモシャッター床タィプ 〔LOD 221 MF〕
エルモシャッター床タィブ 〔L00-181lHF〕

住所

y
第2条 (期間)

本件賃貸借契約の期間は次の様に更新され、
2020年 1月 1日 から2022年 12月 31日 までとする。

前項の期間は,甲及び乙の合意によって更新できる

第 3条 (使用目的)

乙は、賃貸物件を、(事務所備品

他の目的に使用しない。

書類等の保管)の目的だけに使用し

第4条 (賃料)

乙は、甲に対し、月額金ユ万円の賃料を、毎月20日 までに、甲の事
務所に持参し、又は甲の指定する方法で送金し支払う。

第 5条 (使用場所)

乙は、賃貸物件を、現状の場所において使用し、他の場所へ移動して
は成らない。

第 6条 (転貸)

乙は、賃貸物作を転貸 し

てはならない。

又は本賃貸借契約に基づく賃借権を譲渡 し
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養豊買機雰
‐‐契約される会社名

シャープファィナンス株貫会社
ヨИl‐0052頬市中央区安土町2丁目3‐13

シャープリー
この契約を続 します。
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